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北秋田市水道事業窓口業務委託公募型プロポーザル方式実施要領 

 

第１章 一般事項 

 

（目的） 

第１条 この要領は、北秋田市水道事業窓口業務委託（以下「委託業務」という。）を実施

するにあたり、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により受託事

業者を選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 プロポーザルとは、委託業務に関する業務提案を公募し、業務に対する意欲、技

術的能力等の審査を行い、最も優れていると認められる者を選定する方式をいう。 

 

（委託業務の範囲） 

第３条 委託業務の範囲は、次のとおりとする。 

 （１）窓口業務 

 （２）検針業務 

 （３）検満メーター情報管理業務 

 （４）調定、更正業務 

 （５）収納業務 

 （６）滞納整理、水道給水停止業務 

 （７）電子計算機処理業務 

 （８）事務引継ぎ業務 

 （９）その他付随業務 

 

（参加資格要件） 

第４条 プロポーザルへ参加を申込む事業者（以下「参加申込事業者」という。）に必要と

される資格要件は次のとおりとする。 

（１）単独事業者であること。ただし、市長が承認した場合は一部再委託を妨げない。 

（２）県内で類似業務の受託実績があること。 

（３）平成３１・３２年度における北秋田市の入札参加資格者（物品及び役務の提供等） 

であること。 

（４）情報セキュリティマネジメントシステムＩＳＭＳ（ＩＳＯ２７００１）又はプラ 

イバシーマーク、ＪＩＳＱ１５００１など、第三者機関の審査による認証を本業務 

の公告日において取得していること。 

 （５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 
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い者であること。 

 （６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及 

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをして 

いない者又は再生手続をしていない者であること。 

 （７）税に滞納がないこと。 

 （８）この公告日において、北秋田市から指名停止の措置を受けていない者。 

 （９）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号の規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくはその構 

成員の統制下にある者でないこと。 

 （10）暴力団の構成員及びその利益となる活動を行ったことがある者が含まれていない 

こと。 

 

（参加申込事業者の公募） 

第５条 参加申込事業者の公募は、北秋田市公告式条例（平成１７年条例第３号）別表に

規定する掲示場において公告するとともに、北秋田市ホームページでの掲載により行う。 

  

（プロポーザルへの参加申込） 

第６条 参加申込事業者は、公募型プロポーザル方式参加申込書（以下「参加申込書」と

いう。）（様式第１号）と次に掲げる添付書類各１部を、別に定められた期間内に北秋田

市長（以下「市長」という。）に提出しなければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）納税証明書 

（３）水道料金等徴収業務の実績調書（任意様式） 

（４）情報セキュリティーに関する第三者認証の認証登録証の写し、又はそれに類する 

書類 

（５）会社概要（資本金、売上高、社員数、本・支店、営業所拠点など）がわかるもの 

（会社案内等のパンフレットでも可） 

 

（業務提案書の提出） 

第７条 参加申込事業者は、実施要領及び実施説明書に従い、次の各号に定める項目につ

いての業務提案書を作成し、所定の用紙（様式第２号）を付けて別に定められた期間内

に市長へ提出しなければならない。 

 （１）会社の概要及び財務状況 

 （２）受託実績 

 （３）業務の実施体制 

 （４）業務の実施計画 
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    ① 窓口業務 

    ② 検針業務 

    ③ 検満メーター情報管理業務 

    ④ 収納業務 

    ⑤ 滞納整理・水道給水停止業務 

    ⑥ 電算処理業務 

    ⑦ 個人情報保護体制 

    ⑧ 災害時及び緊急時対策等の危機管理体制 

    ⑨ その他委託業務に係る提案 

 （５） 地域貢献（地域経済・地域雇用）に対する考え方 

 （６） 提案見積書及び積算内訳書 

２ 業務提案書は、日本工業規格Ａ４版サイズとし、Ａ３版サイズを使用する場合は、

折り綴りとする。 

３ 業務提案書には所定の表紙（様式第２号）、目次及びページ番号を付けることとす

る。 

４ 業務提案書の提出方法は、持参又は郵送とし、電子記録媒体及び電子メールでの提

出は認めない。 

５ 業務提案書の提出場所は、北秋田市上下水道課とする。 

 

（質問書の受付） 

第８条 参加申込事業者は、業務提案書等の作成に係る質問について、別に定められた期

間内であれば質問書（様式第３号）を電子メールで提出することができる。 

２ 市長は、参加申込事業者から前項の質問があった場合は、質問内容及びその回答を全

ての参加業者へ電子メールで通知する。 

 

（プロポーザルの辞退） 

第９条 参加申込事業者は、いつでもプロポーザルの参加を辞退することができる。 

２ プロポーザルの辞退は、公募型プロポーザル方式参加辞退届（以下「辞退届」という。）

（様式第４号）を市長へ提出することにより行うものとする。 

３ 辞退届の提出方法は持参又は郵送とする。 

 

第２章 審査方法等 

 

（選考委員会の設置） 

第１０条 委託業務を実施するにあたり、参加申込事業者を公平かつ公正に評価するため、

北秋田市水道事業窓口業務受託事業者選考委員会を設置する。 
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（選考委員会） 

第１１条 選考委員会の委員は、別に定める。 

２ 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、委員会を招集し、統括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

５ 選考委員会の委員の任期は、委託業務契約を締結した日までとする。 

６ 選考委員会の庶務は上下水道課が行う。 

 

（参加資格要件の審査） 

第１２条 上下水道課は、提出された参加申込書等により参加資格の適否の確認を行って

選考委員会に報告し、選考委員会はその報告を受け審査する。 

２ 市長は、前項の審査結果を公募型プロポーザル方式参加資格確認通知書（様式第５号）

により通知する。この場合において、参加資格を有すると認められなかった者について

は、その理由を付するものとする。 

 

（業務提案書等の評価） 

第１３条 業務提案書による評価は、業務実施体制の妥当性、業務提案書の的確性、実施

手順の妥当性、収納率向上対策、効率性、地域貢献の度合い、提案内容の根拠等を基準

とする。 

２ 上下水道課は提出された業務提案書の内容等に対して別に定める審査基準に基づき第

１次評価を実施し、審査評価点の高い者から順に第２次審査に進出する３社を選出する。 

 なお、参加者が４社に満たない場合は、全参加者を第２次審査に進出させる。  

 

（プレゼンテーションの実施） 

第１４条 選考委員会は、第２次審査に選出された事業者によるプレゼンテーションで第

２次評価を実施する。 

２ 市長は、プレゼンテーションを要請する参加申込事業者へ日時及び場所を、プレゼン

テーション参加要請書（様式第６号）により通知する。 

３ プレゼンテーションの要請をしない参加申込事業者にはプレゼンテーション非選定通

知書（様式第７号）により通知する。なお、審査内容及び他の参加申込事業者に関する

説明要求は認めない。 

４ プレゼンテーションは、提出された業務提案書に基づいて行うものとし、業務提案書

に添付されていない新たな資料等の提出や新たな提案はできない。 

５ スクリーンは市で用意するが、プロジェクター等必要な機器類は参加事業者が用意す

るものとする。 
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（受託候補者の選考） 

第１５条 選考委員会は業務提案書、プレゼンテーションの内容等及び提案見積額につい

て総合的に判断して、最終受託候補者（以下「受託候補者」という。）を選定する。ただ

し、業務提案書の内容等によって委託業務の目的を達成することができないと判断され

たときは、受託候補者を選定しない場合がある。 

 

（受託者の決定） 

第１６条 市長は、前条の報告を受け受託候補者を決定し、公募型プロポーザル方式受託

候補者決定通知書（様式第８号）により通知する。 

 

（非選定結果の通知） 

第１７条 市長は、受託候補者に選定されなかった参加申込事業者（以下「非選定参加申

込事業者」という。）に対し公募型プロポーザル方式非選定結果通知書（様式第９号）（以

下「非選定結果通知書」という。）により通知する。 

２ 非選定参加申込事業者は、市長に対し、非選定となった理由の説明を求めることがで

きる。なお、当該要求は非選定通知書の通知後１週間以内までに書面をもって行わなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の要求を受けた場合に限り、その非選定事業者の順位に限り書面にて回

答するものとし、審査内容及び他の参加申込事業者に関する説明要求は認めない。 

 

第３章 契約その他 

 

（委託業務契約） 

第１８条 市長は、受託候補者に決定した者と契約条件について協議のうえ、北秋田市財

務規則（平成１７年規則第３８号）及び関係法令に基づき、受託候補者と随意契約を締

結する。 

２ 委託業務契約の条件等については、業務提案書の内容を基本として、北秋田市と受託

候補者との協議により定め、仕様書等を補正するものとする。 

３ 市長は、協議の結果、円滑に委託業務を履行できないと認められた場合には、契約を

締結しない。 

４ 受託事業者は、円滑に受託業務を行うことができるように自らの責任において準備を

行い、準備に必要な経費を負担するものとする。ただし、市長が必要と認められる場合

には、経費の負担に関し受託事業者と協議するものとする。 

 

（プロポーザルの瑕疵） 

第１９条 プロポーザルにおける参加申込事業者の提出書類及び内容に瑕疵があることが
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判明した場合は、その瑕疵について選考委員会等で協議し、対応を決定する。 

２ 選考委員会等は、必要に応じて参加申込事業者に対し、前項の瑕疵についてのヒアリ

ングを行うことができる。 

３ 市長は、第１項に定める瑕疵が重大又は悪質のため、プロポーザルの公平性、公正性

を著しく損なう恐れがあると認められる場合は、プロポーザルに係る既決定事項を取り

消すことができる。 

 

（参加資格等の取り消し） 

第２０条 市長は、参加申込事業者が次の各号に該当した場合は、参加申込事業者又は受

託候補者と決定した者に対し、プロポーザルへの参加資格又は受託候補者の決定を取り

消すことができる。 

 （１）業務提案書の作成に関して不正行為が認められる場合。 

 （２）委託業務契約前に北秋田市から指名停止となった場合。 

 （３）定められた期日までに、関係書類等を提出しなかった場合。 

 （４）提出された業務提案書に金額の記載があった場合。 

 （５）プロポーザル関係者と不正な接触等を行った場合。 

 

（次順位者との交渉） 

第２１条 市長は受託候補者が委託業務契約を履行することができない事由が生じた場合、

プロポーザルにおいて次順位以下となった参加申込事業者のうち、順位が上位だった者

から当該委託業務について交渉を行うことができる。 

 

（委任） 

第２２条 この要領に定めるもののほか、プロポーザルの実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（要領の廃止） 

２ この要領は、受託候補者が当該委託業務契約を締結した日をもって廃止する。 

 


